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米賃金上昇を抑制する構造問題 
雇用形態の変化や所得格差拡大への対策が必要に 
 

 

○ 今回の景気拡大局面における米国の実質賃金上昇率は低い。その背景には、労働分配率の低下と、

労働生産性の伸び鈍化がある。 

○ 労働分配率では、産業構造の変化やIT・業務アウトソーシングの活用が、労働生産性では、所得格

差の拡大による人的資本投資の阻害が、賃金上昇を阻む構造問題となりうる。 

○ 持続的な賃金上昇には、雇用形態の変化に対応する労働者の権利保護や、公的教育投資の拡充によ

る将来の所得格差是正といった、構造問題への対策が必要であると考えられる。 

 

米国経済は堅調に拡大している。物価変動の影響を除く実質ベースの国内総生産（GDP）は、2017

年半ば以降、前期比年率＋3％前後のペースで成長を続けている。足元で米国経済の成長を牽引してい

るのが、GDPの約7割を占める個人消費だ。実質ベースの個人消費は、2017年10～12月期に前期比年率

＋3.8％（7～9月期：同＋2.2％）と加速し、2016年4～6月期以来の高い伸びとなった。 

こうした個人消費の堅調な伸びを将来にわたって維持するためには、その背景にある所得の持続的

な拡大が欠かせない。そこで本稿では、所得の中核を担う賃金の動向について、長期的な視点から考

察する。具体的には、賃金の構成要素である労働分配率と労働生産性の2つに着目し、それらに賃金上

昇を抑制する構造問題が存在することを指摘したうえで、構造問題に対処しうる具体的な政策につい

て考える。 

１．実質賃金の上昇を抑制する構造問題 

図表1は、物価変動の影響を除く実質賃金につ

いて、今回と過去2回の景気拡大局面における平

均的な上昇率をみたものである。4つの賃金指標

全てで、過去2回の局面に比べ、今回局面の実質

賃金上昇率が低くなっている。 

なぜ、今回局面の実質賃金上昇率は低いのか。

その要因を探るため、実質賃金が「労働生産性×

労働分配率×物価比率」で計算できること1を利

用し、実質賃金の前年比上昇率をこれら3つの要

素に分解した（図表2）。すると、労働分配率の

低下が続いたことと、労働生産性の伸びが鈍化し
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図表 1 景気拡大局面の実質賃金上昇率 
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たことが、今回局面の実質賃金上昇率を主に抑制する要因となったことが確認できる。以下では、長

期的な視点から、労働分配率の低下と労働生産性の伸び鈍化が生じた背景について考えてみたい。 

（１）労働分配率の低下をもたらす産業構造変化とIT・業務アウトソーシングの活用 

米国の労働分配率は1950年代から緩やかな低下傾向にあったが、2000年代に入って急に低下ペース

が加速した（図表3）。米国の労働分配率が急速に低下した背景について、これまで、ITなど機械の技

術進歩による労働者の代替や、労働集約的な産業における輸入の増加といった観点からの説明が試み

られてきたが、足元で新たな説として注目されているのが、Autor, et al.（2017）が提唱した「スー

パースター企業」仮説である。Autor, et al.（2017）は、製造、金融、サービス、公益・運輸、小売、

卸売といった米国の幅広い産業において、少数の「スーパースター企業」に市場シェアが集中してい

ることを示し、市場シェアの集中度が高まった産業ほど、労働分配率が低下したことを明らかにした2。 

図表4は、米国商務省センサス局が公表する経済センサスのデータを用い、各産業における上位50

社の市場シェアの変化（2002～2012年）を売上高ベースでみたものである。運輸・倉庫を筆頭に、ほ

ぼ全ての産業で上位50社の市場シェアが拡大していることが確認できる。 

では、なぜスーパースター企業に市場シェアが集中し、それがどのように労働分配率の低下につな

がったのか。そのメカニズムに迫る材料として、Autor, et al.（2017）は、技術進歩のスピードが速

い産業ほど市場集中度が顕著に高まったことを確認した。加えて、産業全体の労働分配率の低下に大

きく影響したのは、個々の企業の労働分配率の低下ではなく、もともと労働分配率が低い特定企業の

市場シェア拡大であることを明らかにした。こうした結果をもとにすると、Autor, et al.（2017）の

「スーパースター企業」仮説は、次の2点にまとめることができよう。 

第一に、技術革新による製品・サービスの差別化を通じて企業が得る収益の規模が、過去に比べて

非常に大きくなっており、それがスーパースター企業への市場シェア集中につながったと考えられる。

その背景には、インターネットの発達により物理的・地理的制約から解放され、一企業が世界中の消

図表 2 実質賃金の要素別寄与度 図表 3 労働分配率の長期推移 
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費者に直接サービスを提供することが可能となった、産業構造の変化があるとみられる3。 

第二に、そうした企業は労働分配率が他の一般的な企業に比べて低く、市場シェアの拡大に伴い産

業全体の労働分配率が低下したと考えられる。技術革新の先端にいるスーパースター企業は、ITを積

極的に活用する事業特性上、少ない労働力でサービスを提供することができるため、そもそも労働分

配率が低いと想定される。また、業務アウトソーシングによる労働コストの抑制も、スーパースター

企業の労働分配率が低い一因であると指摘されている（Autor, et al.（2017））。Katz and Krueger

（2016）によれば、米国におけるフリーランス労働者、契約労働者、派遣労働者といった非典型労働

者（Alternative Work Arrangements）のシェアは2005年に10.7％であったが、2015年には15.8％まで

拡大した。こうした非典型労働者の増加は、業務アウトソーシングの拡大に伴って米国の雇用形態が

変化していることを示している4。 

このように、「スーパースター企業」仮説から示唆されるのは、一部のスーパースター企業への市

場シェア集中をもたらした産業構造の変化と、スーパースター企業によるITや業務アウトソーシング

の活用を通じた労働コストの抑制であると考えられる。 

（２）労働生産性の持続的な上昇を妨げうる所得格差の拡大 

2000年代前半以降、実質賃金の牽引役となるはずの労働生産性の上昇ペースが大幅に鈍化し、2010

年代に入ってからは低迷が続いている（図表5）。 

労働生産性は、労働者1人当たりの設備の量を表す「資本集約度」、技術水準を表す「全要素生産性

（TFP）」、労働者の能力を表す「労働スキル」の3つの要素から構成される。筆者のこれまでの分析

を踏まえると、労働生産性の低迷は主に、設備投資不足による資本集約度の低下（服部（2013））と、

IT産業の技術進歩の鈍化によるTFPの減速（服部（2017b））で説明することができる。今後は、設備

投資の持ち直しという循環的な側面から、足元で資本集約度が労働生産性の上昇要因へと変化しつつ

あること、そして、ITサービス部門における研究開発の活発化が、人工知能（AI）に代表される汎用

図表 4 上位 50 社の売上高シェアの変化 図表 5 労働生産性の長期推移 
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技術の革新を生じさせ、TFPの上昇を通じて労働生産性を押し上げうることから、短期～中期的には労

働生産性が持ち直す可能性があろう。 

しかし、より長期的な視点からみれば、第3の要素である労働スキルの伸び悩みが、労働生産性に対

する構造的な上昇抑制要因となる可能性がある。労働生産性の変化に対する労働スキルの直接的な寄

与度は、決して大きくない。しかし、労働スキルの伸び悩みは、米国全体でみた労働者の研究開発能

力に悪影響を与え、その成果である技術進歩のスピードを減速させうる。すると、TFPの長期的な上昇

ペースが鈍り、間接的に労働生産性の上昇を抑制すると想定される5。 

労働スキルの動きをみると、今回の景気拡大局面に急速に低下した6（図表6）。足元では前年比マ

イナス圏での推移が定着しており、過去2回の景気拡大局面における伸びと比較しても低迷が際立って

いる。服部（2016）では、主に今回の景気拡大局面における労働スキルの急低下の背景について、人

口構成の変化と若年層の不完全雇用を指摘した。それらに加え、より長い目でみた労働スキル低迷の

一因として、所得格差の拡大についても考慮する必要があるだろう。 

所得格差の拡大は、低所得層における人的資本投資を阻害し7、米国全体の労働スキル向上を阻害す

ると考えられる8。米国の所得格差の度合いを表す指標として、所得上位10％層の税引前所得シェアを

みると、所得格差は1940年代に急速に縮小した後、1950～1970年代にかけて概ね低位で安定していた

（図表7）。しかし、1980年代に入って再び所得格差が拡大しはじめ、足元では過去100年間のピーク

である1930年代とほぼ同じ水準に達している。また、別の所得格差指標であるジニ係数9をみると、所

得再分配政策を実施した後のベースでも、所得格差が拡大傾向を続けている（図表8）。こうした所得

格差の拡大が、人的資本投資の阻害を通じて、労働生産性の上昇に対する構造的な抑制要因となる可

能性がある。 

さらに問題なのは、所得格差の拡大を放置すると、労働生産性の上昇そのものが将来の労働生産性

の低迷につながる、一種のジレンマが生じる可能性があることだ。米国では、ITを中心とする技術進

図表 6 労働スキルの長期推移 図表 7 所得上位 10％の所得シェア 
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歩を背景に高いITスキルをもつ労働者の賃金が上昇した一方、スキルの低い労働者がそうした技術進

歩による恩恵を受けられず、所得格差の拡大につながった（Acemoglu（2002）、服部（2017a））。こ

のように、労働生産性の上昇が所得格差拡大の一因となることで、人的資本投資の阻害を通じ将来の

労働生産性の低迷をもたらすことが危惧される10。こうした「生産性のジレンマ」を防止し、労働生

産性を長期にわたり持続的に上昇させるためには、所得格差の拡大を是正する政策対応が必要となろ

う。 

２．構造問題に対処するための 2つの政策 

これまで、実質賃金の構成要素である労働分配率と労働生産性を構造的に下押する要因について、

それぞれ、産業構造の変化やIT・業務アウトソーシングの活用、所得格差の拡大による人的資本投資

の阻害という観点から考察してきた。 後に、それらの構造問題に対応しうる政策について考えてみ

たい。 

（１）労働分配率：雇用形態の変化に対応する労働者の権利保護が必要 

上述したように、「スーパースター企業」仮説から示唆されるのは、市場シェア集中をもたらした

産業構造の変化と、ITや業務アウトソーシングの活用による労働コストの抑制である。このうち、産

業構造の転換とITの活用は、ともに技術進歩に端を発するものである。労働分配率の低下に歯止めを

かけるために技術進歩を抑制すれば、労働生産性の上昇を損ねることになるため、現実的な政策対応

とはいえない。 

そこで、業務アウトソーシングの増加による雇用形態の変化が、政策的に対応すべき課題となりう

る。具体的には、フリーランス労働者、契約労働者、派遣労働者などの非典型労働者について、労働

者の権利保護の観点から政策を講じることが必要であろう。 

その例として、ニューヨーク市の“Freelance Isn't Free Act”や有給休暇制度がある。これらの

政策は現在導入段階であり、労働分配率に対するプラス効果は今後検証の必要があるが、非典型労働

者の権利保護という点で重要な動きである。前者

の “Freelance Isn't Free Act”は、2016年に

成立し、2017年から施行された。企業に対し、フ

リーランス労働者への賃金支払い期日や金額を

記した契約書を書面で交わすことをなどを義務

付ける法律であり、フリーランス労働者の権利を

保護する法律としては全米初の画期的なもので

ある11。後者の有給休暇制度は、5人以上の労働者

を雇用するニューヨーク市の民間企業に対し、病

気の際の有給休暇付与を義務付けるものであり、

2014年から実施されている。ニューヨーク市内の

民間企業で年間80時間以上働いた労働者は、雇用

形態を問わず本制度の対象となるなど、多様な働

図表 8 所得再分配後のジニ係数 
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き方を行う労働者の権利を保護する内容である。 

（２）労働生産性：直接的な所得再分配の強化には限界あり。教育投資への予算配分拡大が必要 

所得格差の拡大による労働生産性の上昇抑制に対処するためには、所得再分配の強化による「結果

の格差」の是正や、公的教育投資の拡充による次世代の「機会の格差」の是正を通じ、所得格差が人

的資本投資に及ぼすマイナスの影響を軽減する政策が必要と考えられる。 

もっとも、増税などによる直接的な所得再分配の強化には、経済成長に対するマイナスの影響もあ

ることに注意しなければならない。例えば、累進的な所得税を強化すれば、労働者の労働意欲の阻害

などを通じ、経済成長率を低下させるおそれがある。Ostry, et al.（2014）は、所得格差の是正が経

済成長にとって有益であることを示したが、同時に、所得再分配の規模が大きくなれば、経済成長に

悪影響が生じる可能性があると指摘した。具体的には、所得再分配によるジニ係数の低下幅が0.13ポ

イントを超過する場合、所得再分配が経済成長に悪影響を及ぼす可能性があるとした。 

そこで、米国における所得再分配前後のジニ係数を比較すると、2010年以降、所得再分配によるジ

ニ係数の低下幅が既に0.13ポイントに達している12。したがって、Ostry, et al.（2014）の分析結果

に基づけば、これ以上の所得再分配の強化は米国の経済成長に悪影響を及ぼす可能性があり、所得格

差を是正するために、直接的な所得再分配の強化以外の手段を講じる必要があることが示唆される。 

こうした米国における直接的な所得再分配の限界を踏まえると、現在の財政規模の範囲内で公的教

育投資への予算配分を拡大し、将来の「機会の格差」を是正することが、現実的な政策対応であると

考えられる。教育投資については、低所得層を対象とした就学前教育の長期的な投資効果が非常に高

く、将来の所得格差是正に有効であることが知られている（服部（2017a））。就学前教育の充実に政

府が重点的な予算配分を行うことが、所得格差の是正を通じ、労働生産性の上昇を抑制する構造問題

への効果的な対応策となろう。 

今のところ、連邦政府レベルでは就学前教育に対する十分な支援が行われているとは言い難い。2017

年12月に成立した税制改革法では、17歳未満の扶養家族を対象とした給付付き税額控除額が年間1,000

ドルから年間2,000ドルに増額されたが、それだ

けで就学前教育の費用を全て賄うことは難しい。 

もっとも地方レベルでは、州政府や地方政府に

よる就学前教育の無償化が徐々に広がりつつあ

る。ラトガース大学のThe National Institute 

for Early Education Researchによれば、米国の

4歳児人口に占める無償就学前教育の利用者の割

合は2002年時点で14％であったが、2016年には

32％まで増加した（図表9）。ただし、州別にみ

ると、ワシントンDCが81.2％、フロリダ州、オク

ラホマ州、ウィスコンシン州が70％超となった一

方、アイダホ州、モンタナ州、ニューハンプシャ

ー州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ユタ州、

図表 9 無償就学前教育の利用率 
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ワイオミング州が0％と、州によって大きなばらつきがある。また3歳児については、無償就学前教育

の利用者の割合が2016年時点で5％にとどまっている（全米ベース）。こうした州による無償化度合い

の違いや、低年齢層への無償化対象拡大が、今後の課題である13。 

３．まとめ 

本稿では、米国の賃金動向について、その構成要素である労働分配率と労働生産性の観点から考察

を行った。産業構造の変化やIT・業務アウトソーシングの活用による労働分配率の低下、また、所得

格差の拡大による人的資本投資の阻害を通じた労働生産性の上昇抑制が、賃金の持続的な上昇を妨げ

る構造問題となりうることを確認した。そして、それらの構造問題に対し、非典型労働者の権利保護

により労働分配率のさらなる低下に歯止めをかけること、公的教育投資の拡充により将来の所得格差

を是正し、労働生産性の上昇抑制要因を取り除くことが、有効な政策対応となる可能性を指摘した。 

2017年12月に成立した米国の税制改革法には、法人税を中心とした1.5兆ドル規模もの減税が盛り込

まれた。加えて、2018年2月には、2018～2019財政年度の歳出額を合計3,000億ドル引き上げることで

上院が合意した。こうした財政面の追い風を受け、当面の米国経済は堅調に推移すると予想される。 

しかし、より長い目でみた米国経済の成長を維持するためには、本稿で指摘した労働分配率や労働

生産性の構造問題に対処し、持続的な賃金上昇と消費拡大を実現する必要があると考えられる。数年

毎に選挙を控える政治家が短期的な成果に集中しがちであるのは世の常であるが、景気が好調な今だ

からこそ、長期的な視点から米国経済の成長力を底上げする政策実現に取り組むべきであろう。 
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1  労働生産性は、労働者 1人が 1 時間働いてどれだけの財・サービスを産み出すことができるかを表す指標である。

労働分配率は、労働者が産み出した財・サービスのうち、労働者が報酬として受け取ることができる割合を指す。

物価比率は、GDP デフレータを消費者物価で割った値であり、労働者が産み出した財・サービスの販売価格と労働

者が消費する財・サービスの価格の比率を表す。実質（時間当たり）賃金： 、実質 GDP： 、総労働時間： 、労

働分配率： 、GDP デフレータ： 、消費者物価： 	とすると、労働分配率は名目雇用者報酬（＝実質賃金×消費

者物価×総労働時間）を名目 GDP（＝実質 GDP×GDP デフレータ）で除した値であるので、 ∙ ∙ ∙⁄ 	と
表すことができる。同式を	 	について整理すると、 ⁄ ⁄ 	が成立する。ここで、 ⁄ 	は労働生

産性、 ⁄ 	は物価比率であり、「実質賃金＝労働生産性×労働分配率×物価比率」となることが確認できる。 

2  Autor, et al.（2017）では、米国商務省センサス局が実施した Economic Census のミクロデータを用いて、個別企

業の労働分配率が計算されている。 

3  こうした産業構造の変化の詳細については、北野（2017）の導入部分を参照されたい。 

4  米国の大手企業による業務のアウトソーシングの現状については、Lauren Weber (2018), “The End of Employees”, 

Wall Street Journal, February 2 が詳細に報じている。 

5  Bronzini and Piselli（2009）は、1980～2001 年におけるイタリアの地域別 TFP に対する研究開発、人的資本、公

的インフラストラクチャーの影響について分析し、3 つの要素全てが TFP にプラスの影響を及ぼすこと、とりわけ

人的資本が も大きなプラスの影響を及ぼすことを明らかにした。 

6  労働スキルの詳細な定義や計算方法については、服部（2016）を参照されたい。 

7  例えば、所得格差と経済成長の関係について分析した Ostry, et al.（2014）は、所得格差の拡大が経済成長に悪

影響を及ぼすことを統計的に示し、その要因の一つとして、低所得層における人的資本投資の阻害を指摘した。 

8  所得格差の拡大により米国内で人的資本投資が阻害されても、外国から高度人材の移民を促進すれば労働スキルは

低下しないとの見方がある。しかし、本来、高度人材の移民促進は、米国内の所得格差とは別に考えるべき論点で

ある。 

9  ジニ係数は、社会における所得分配の不平等さの度合いを測る指標である。0～1の範囲の値をとり、値が大きいほ

ど所得分配の不平等度が大きいことを表す。なお、0のときは社会の構成員全員の所得が均一、1 のときは社会の構

成員のうちただ一人が全ての所得を独占していることを示す。 

10 将来的に、人工知能（AI）など機械が人間の研究開発活動を完全に代替するような事態が生じた場合、こうした所

得格差の拡大と人的資本投資の阻害を通じた「生産性のジレンマ」は消失すると考えられる。 

11 同法成立の背景に関しては、山崎（2017）を参照されたい。 

12 2017 年末に成立した税制改革による個人所得税率変更の影響は反映していない。 

13 なお、ニューヨーク州は 3 歳児人口に占める無償就学前教育の利用者の割合が 2016 年時点で 0.6％と低い（全米 28

位）。ただし、低所得層が相対的に多い地域に 3 歳児向け無償就学前教育の施設が重点的に設置されており、所得

格差の是正に対する配慮がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


